
2025年４月25日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

委任型執行役員制度導入に関するお知らせ 

 

当社は、2025年４月25日開催の取締役会において、委任型執行役員制度導入に関し、下記の

とおり決定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１．委任型執行役員制度導入の目的 

  当社では、従前より雇用型執行役員制度を導入しておりますが、コーポレート・ガバナン

スの更なる強化の観点から、経営にかかる意思決定及び監督機能と業務執行をより明確に分

離するとともに、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、新たに

委任型執行役員制度を導入し、取締役会機能の強化を図ります。なお、従来の雇用型執行役

員制度は廃止します。 

  

２．委任型執行役員制度の概要 

  ① 執行役員の選任及び解任は、取締役会の決議によるものとする。 

  ② 執行役員に委嘱する業務は取締役会の決議により、執行役員は取締役会の決議に基づ

き、その監督の下において業務執行を行う。 

  ③ 執行役員の任期は、原則として就任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の日までとし、再任を妨げない。 

④ 取締役は、執行役員を兼務することができる。 

 

３．委任型執行役員制度導入予定日 

   2025年６月 24日 

 

４．その他 

  執行役員の人事につきましては、本日公表しております「取締役及び執行役員人事に関す

るお知らせ」をご覧ください。 
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